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公共交通対策特別委員会委員長報告（素案） 

Ｈ３０．１２．１４ 

 

公共交通対策特別委員会が、今期４年間にわたり取り組んでまい

りました調査経過を報告します。 

本委員会は、前期に引き続き、平成２７年３月定例会において、

市民の移動権を確保する公共交通対策の推進を図ることを目的に設

置されました。 

本市の公共交通は、市街地と集落地をあわせもつ亀岡市域の住環

境により、従来から市民の日常生活と密接に結びつき、人口減少や

少子・高齢化が進展する中において、快適な暮らしや地域の活性化

を支える重要な社会基盤となってきました。 

本特別委員会においては、これを踏まえ、市が事業主体となる「ふ

るさとバス」「コミュニティバス」 の運行状況・利用状況を中心に、

市内を運行する民間バス・ＪＲ・タクシー事業者の状況、また、自

動車利用が増加している市域の交通事情等も考慮し、 

利用者が求めるニーズに合った効率的・効果的な公共交通のあり方

を主眼に調査を行ってきました。 
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その活動としては、主に、各年度において執行部からの 

事業実績・事業計画の説明に基づき、詳細に調査を実施してきまし

た。 

 

市としてはこの間、平成２６年に策定された 

「亀岡市地域公共交通計画」に基づき、各種公共交通施策を進めら

れており、その主なものは、 

・ふるさとバスの南部・西部・中部地域からのガレリアかめおかへ

の乗換の円滑化 

・バスの運賃見直し 

・篠町及び西つつじケ丘におけるコミュニティバス運行 

・東別院町地域交通支援事業 

等でありました。 
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これらの施策を実施されてきたことも踏まえ、本特別委員会の活

動において質疑・検討の中心となった主な内容は、 

ふるさとバス、コミュニティバス等に関して 

・将来的な観点も含め、適正な収支は担保されているのか 

・既存路線は効率的であるのか 

・変化する市民ニーズを的確に把握し、柔軟な運行に努めているの

か 

・点在する市内の公共交通空白地域対策の進捗はどうか 

等 でありました。 

 

また、東別院町地域交通支援事業に関しては、 

・利用者負担の公平性は適正なものであるのか 

・当該地域の公共交通環境は考慮されているのか 

・市内他地域での運行の可能性はどうか 

等 をはじめ、さまざまな議論があったところです。 
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そして、本特別委員会では、これらの調査・検討経過や 

市の取り組みを鑑み、亀岡市の地域事情に応じた公共交通を推進し、 

市民一人ひとりが健康で安心して暮らせるまちづくりを実現する 

ために、これまでの活動を総括し提言を取りまとめました。 

［提言事項（案）］ 

１ ふるさとバス、コミュニティバス利用者の増加を促し、 

さらなる適正な運営に努め、市の財政負担を軽減すること 

２ 高齢者をはじめとした、市民の交通環境に対する不安を解消し、

安全で安心して暮らせる定住環境を整備すること 

３ 市域を快適、柔軟に移動できる公共交通手段を考慮し、 

さらなるにぎわいを創出すること 

 

これらの提言については、本特別委員会の意見として、 

次年度からスタートする「地域公共交通網形成計画」に反映される

よう、配慮されたいと考えるものであります。 
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最後に、公共交通は市民の生活を守り、地域の活力を維持してい

くための重要な機能の１つであり、よりきめ細かな交通ネットワー

ク網の構築に対するニーズは、今後、ますます増大してくものと考

えられます。 

市におかれては、引き続き長期的視野に立ちながら、市民にとっ

て安全で暮らしやすい地域づくりの 礎
いしずえ

となる公共交通に関して、

さらに一歩先を踏まえた施策を推進し、市民に寄り添った具体的な

公共交通施策を着実に実施されることを求め、 

以上、簡単ではありますが、本特別委員会の４年間の報告としま

す。 


